
川越市デマンド型交通「かわまる」乗降場設置基準  

 

（趣旨）  

第１条 この設置基準は、交通空白地域及び交通不便地域における地

域内乗降場の設置並びに商業施設等、医療施設、公共施設等及び交

通結節点へ乗降場を設置することに関し、必要な事項を定めるもの

とする。  

  

（定義）  

第２条 この設置基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当

該各号に定めるところによる。  

 ⑴ 交通空白地域 鉄道駅から 800m 圏、バス停から 300m 圏以外

のエリアをいう。  

 ⑵ 交通不便地域 かわまるの運行時間帯である平日８時から１８

時において、１日６便未満の川越シャトルのバス停 300m 圏をい

う。  

 ⑶ 商業施設等  総合スーパー、食料品スーパー、郵便局等の日常

生活に不可欠な機能を有し、日常的な利用が多い施設をいう。  

 ⑷ 医療施設 病院、診療所、歯科診療所等の医療施設をいう。  

 ⑸ 公共施設等  市民センター、公民館、図書館、文化施設、自治

会集会所等の市民の利用が多い施設をいう。  

 ⑹ 交通結節点  鉄道駅、主要なバス停留所等の複数の公共交通機

関を相互に利用できる場所や施設をいう。  

 ⑺ 地域内乗降場 交通空白地域及び交通不便地域にある公園、運

動広場、児童遊園、ごみ集積所、駐車場等の地域住民の利便に寄

与する場所に設置するかわまるの乗降を行う場所をいう。  

⑻ 乗降場 ⑶から⑹までの施設に設置するかわまるの乗降を行う

場所及び地域内乗降場をいう。  

⑼ 道路距離 直線距離ではなく、実際の道路に沿った道のりの長

さをいう。  

 

資料２  



（乗降場設置条件）  

第３条 新たに乗降場を設置する場合、既存の乗降場から 200m 圏に

は設置をしない。ただし、次の各号に掲げる地域の実情がある場合

で、市長が乗降場の設置を必要と認める場合を除く。  

⑴ 既存の乗降場から道路距離が 200m 以上離れている場合。  

⑵ 踏切、幹線道路、その他高低差・勾配等の地理的条件により、慢

性的に移動に時間がかかる場合。  

⑶ 新たに乗降場を設置する場所が区域境にあり、他地区に設置済

の乗降場の 200m 圏である場合。  

２ 地域内乗降場は、鉄道駅から 800m 圏、バス停から 300m 圏には

設置をしない。ただし、道路距離や前項第２号の地理的条件がある

場合で、市長が必要と認める場合は、この限りではない。  

 

（要望主体）  

第４条 乗降場設置の要望主体は、次のとおりとする。  

 ⑴ 地域内乗降場は、自治会又は地域の団体等とする。  

 ⑵ 商業施設等、医療施設、公共施設等及び交通結節点に設置する

場合は、施設管理者とする。なお、公共施設等のうち自治会集会

所については、前号に定めるところによる。  

 

（設置許可基準）  

第５条 次の各項に定める事項をすべて満たした場合に限り、乗降場

の設置を行うものとする。  

⑴ 地域内乗降場の場合、交通空白地域又は交通不便地域にあるこ

と。  

⑵ 他の所有する土地に乗降場を設置する場合、所有者の合意が得

られていること。  

⑶ 安全な乗降環境が確保されていること。  

２ 前項の事項をすべて満たした場合に限り、次の各号に定める協議

を行う。  

 



 ⑴ 乗降場の設置場所  

 ⑵ 乗降場の種類  

 ⑶ 乗降場の名称  

 ⑷ 乗降場の利用開始時期  

３ 前２項が調った場合、自治会又は施設管理者は、別紙様式第１号

を提出するものとする。  

 

 （その他）  

第６条 この設置基準に定めるもののほか、乗降場の設置に関し必要

な事項は、部長が別に定める。  

 

附 則  

この設置基準は、令和８年１月１５日から施行する。  



様式第１号（第５条関係） 

 

川越市デマンド型交通かわまる乗降場設置同意書 

 

川越市デマンド型交通かわまるの乗降場を以下のとおり設置することについて

同意致します。 

 
 

乗降場設置場所 

（施設等名称） 

 

川越市                   

（                   ） 

 

乗降場設置区域 

 

□地区１   □地区２   □地区３ 

 

乗降場区分 
□商業施設等    □医療施設 

□公共施設等    □地域内乗降場 

 

乗降場種類 
□サインポスト   □プレート 

□シール      □杭 

 

乗降場名称 

 

 

 
 

令和  年  月  日 

 

（提出先） 

川越市長 

 

 

□事 業 者 名 

□自 治 会 名                   

 

 

□代 表 者 氏 名 

□自治会長氏名                   


